
固定資産税にかかる縦覧・閲覧の制度について
　 財務課 資産税係　☎62-9124　 財務課 資産税係　☎62-9124問

　この制度は、納税者の方が自己の所有する土地・家屋の評価額と、町内の
他の土地・家屋の評価額を比較できる制度です。

●土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

【期　間】 ４月１日～５月１日（土・日・祝日を除く）
【時　間】 午前８時30分～午後５時15分
【会　場】 財務課 資産税係（役場1階④番窓口）
【内　容】 土地価格等縦覧帳簿（所在地・地番・地目・地積・評価額）
 家屋価格等縦覧帳簿（所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額）
【対象者】 納税者および同居の親族・納税管理人・前記の代理人
【持ち物】 マイナンバーカードや免許証など本人確認ができるもの・委任状（納税者以外の方）　　
【手数料】 無料
【その他】 縦覧帳簿のコピーや撮影等はできません。また、非課税や免税点未満などで課税とならない方や
 納税義務のない方、１月２日以降に所有者となった方は縦覧できません。

　納税義務者の方が、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認することができます。

●固定資産課税台帳の閲覧

【期　間】４月１日～翌年３月31日（土・日・祝日を除く）
【時　間】午前８時30分～午後５時15分
【会　場】財務課 資産税係（役場1階④番窓口）
【対象者】納税義務者および同居の親族・借地人または借家人・前記の代理人・固定資産の処分の権利を有する方
【持ち物】マイナンバーカードや免許証など本人確認ができるもの、借地、借家にかかる賃貸借契約書など（借地人
　　　　　または借家人の方）、委任状（代理人の方）
【手数料】縦覧期間中（４月１日～５月１日）の閲覧は無料ですが、発行には手数料がかかります。
【その他】借地人または借家人等関係人の閲覧は、該当する物件のみの閲覧となります。

　以下の動物病院では、４月１日から６月30日までの間、狂犬病予防注射接種時に狂犬病予防注射済票の
交付ができます。また、未登録の場合はあわせて新規登録の手続きができます。

【持ち物】
・注射済票交付申請書のハガキ（または鑑札等登録されていることが証明できるもの）
・手数料（集合注射と同様）
※注射済票交付申請書のハガキや鑑札等、登録されていることを証明できるものがない場合は、生活環境係
　での注射済票交付手続きとなります。

動物病院で狂犬病予防注射済票等の交付ができます動物病院で狂犬病予防注射済票等の交付ができます
　 建設課 生活環境係　☎62-9114　 建設課 生活環境係　☎62-9114問

●注射済票の交付と新規登録ができる動物病院
 病　院　名 住　　所 電 話 番 号
 ふじみ動物病院 富士見町落合10127-2 ☎62-2327
 ひらさわ動物クリニック 茅野市玉川5270-3 ☎78-8516
 ちの動物病院 茅野市本町西9-46 ☎78-8861
 諏訪かりん動物病院 諏訪市四賀赤沼1909 ☎75-1014
 テンダーペットクリニック 諏訪市豊田1247-2 ☎55-1400

　この冬、電気代が高くなったと感じている方も多いのではないでしょうか。今こそ、太陽光パネルと蓄電池
でお家のエネルギーを自給自足してみませんか？
　しかし、導入には初期投資もかかるもの。今回は、かんたんな試算の例を交えながらお家のエネルギー自立
化について紹介したいと思います。ぜひ一度、皆さんのご家庭でも試算をしてみてはいかがでしょうか。

町の補助金について

電気代 が高くなった！と感じているあなたへ
～はじめてみませんか？「太陽光パネルと蓄電池でお家のエネルギーを自給自足！」～

　 建設課 生活環境係　☎62-9114　 建設課 生活環境係　☎62-9114問
県の補助金について

　 諏訪地域振興局 環境課 ☎57-2952　 諏訪地域振興局 環境課 ☎57-2952問

諏訪税務署　☎52-1390諏訪税務署　☎52-1390予約・利用電話番号

令和４年分確定申告の振替納税
　振替納税は、「預貯金口座振替依頼書」を申告期
限までに提出された方が対象となります。納め忘れ
がないよう、振替日の２～３日前には、預貯金口座
の残高をお確かめください。

諏訪税務署での相談について
　一般的なご相談（制度や法令等の解釈・適用につ
いてのご相談や手続案内など）を含め、諏訪税務署
における各種相談は、電話による事前予約制です。
相談の前日までに電話でお申し込みください。

諏訪税務署からのお知らせ諏訪税務署からのお知らせ

振　替　日振　替　日

所得税及び
復興特別所得税
所得税及び
復興特別所得税

個人事業者の
消費税及び
地方消費税

個人事業者の
消費税及び
地方消費税

　: ４月24日（月）　: ４月24日（月）
　: ４月27日（木）　: ４月27日（木）

振替日の２～３日前には、
　　預貯金口座の残高をお確かめください。
振替日の２～３日前には、
　　預貯金口座の残高をお確かめください。

　 諏訪税務署　☎52-1390　⁄　財務課 町民税係　☎62-9122　 諏訪税務署　☎52-1390　⁄　財務課 町民税係　☎62-9122問

源泉所得税に関する
個別相談

源泉所得税に関する
個別相談

源泉所得税に関する
個別相談

印紙税などの間接諸税に
関する相談

印紙税などの間接諸税に
関する相談

印紙税などの間接諸税に
関する相談

音声案内
「２」を選択
音声案内
「２」を選択
音声案内
「２」を選択

音声案内に従って
相談内容に応じた
番号を選択

音声案内に従って
相談内容に応じた
番号を選択

音声案内に従って
相談内容に応じた
番号を選択

毎週 火曜日毎週 火曜日毎週 火曜日

毎週 水曜日毎週 水曜日毎週 水曜日

相談日 お問い合わせ相談内容

相続税・贈与税及び
譲渡所得に関する相談
相続税・贈与税及び
譲渡所得に関する相談
相続税・贈与税及び
譲渡所得に関する相談

毎週 木曜日毎週 木曜日毎週 木曜日

国税に関する
一般的な税金相談
国税に関する
一般的な税金相談
国税に関する
一般的な税金相談

電話相談
センターにより
随時受付

電話相談
センターにより
随時受付

電話相談
センターにより
随時受付

・残高不足などの理由により、預貯金口座から引落しでき
ませんと、所得税は３月16日、消費税は４月１日から延
滞税がかかります。

設置時の
メリット
デメリット

メリット
・電気代の悩みから解放される。
・災害（停電）時に心強い
・投資回収後は、メリットのみが残る。

デメリット
・初期投資（設置費用）がかかる。
・FIT 買い取り期間中の方は注意が必要。

1

初期投資の
回収について試算例
※試算に使用した「設置
費用」は、あくまで一
例です。詳細は設置事
業者へご相談ください。
※「電気代」が上がった場
合、投資回収はさらに
早まります。

2 【太陽光パネルと蓄電池を設置する場合の試算の例】
設置費用（280万円）－ 県・町補助金（30万円）＝ 初期投資（250万円）
初期投資（250万円）÷ 電気代（25万円／年）＝ 投資回収　10年

この場合では、投資回収後は「25万円／年」がお得に！

【太陽光パネルは設置済みで蓄電池のみを設置する場合の試算の例】
設置費用（200万円）－ 県・町補助金（20万円）＝ 初期投資（180万円）
初期投資（180万円）÷ 電気代（25万円／年）＝ 投資回収　7.2年
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